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平成 23年度第３回行政監査結果に対する措置結果報告 

監査 

テーマ 
大 

区民生活に密着した

施策の着実な推進 
中 

安心して暮らせる

まちづくりの推進 
小 防災・危機管理対策ついて 

指摘・要望事項概要 措置結果報告（平成 28年 12月報告） 

二次避難所の運営管理の整備 P.45 

二次避難所への区職員の人員配置、移送・受

入等の管理運営について整理し、二次避難所

になる施設及びボランティア等の関係機関と

当該施設に対する支援体制を検討されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域防災支援課 

 福祉避難所の人員配置、移送・受入等の管

理運営については、平成 27 年度に要配慮者

支援検討委員会にて作成したマニュアルに

基づき、危機管理室では、災対本部体制の中

での区職員派遣、対象者の判定、移送手段の

確保等について、今後、訓練を重ねることに

より体制を強化していく。 

 福祉避難所となる福祉施設に対する人材

支援体制については、自治体間の相互援助協

定による職員派遣や、社会福祉協議会等の関

係機関と災害時に人材を確保できるよう、平

常時から連携を取っている。 

 また、ボランティアを中心とした支援体制

について、いたばし総合ボランティアセンタ

ーや社会福祉協議会と災害ボランティアセ

ンターの立ち上げ訓練を実施し、福祉避難所

を含めた災害時のボランティア支援体制を

整備している。 

 施設に対する物資の支援体制については、

事業者やレンタル業者等と物品供給協定を

締結し、災害時における確実な確保に努めて

いる。 

 なお、平成 28 年５月に聴覚障害者支援セ

ンターを運営する社会福祉法人友愛十字会

と協定を結び、平成 28年 10月には、大規模

複合型介護施設若葉ゆめの園を運営する社

会福祉法人 ハッピーネット及び中台若木町

会と新たに三者協定を結び、福祉避難所の指

定は 37か所に増えている。 
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平成 24年度第３回行政監査結果に対する措置結果報告 

監査 

テーマ 
大 

社会環境の変化に対応

した行財政の改革 
中 内部努力の徹底 小 

受益者負担の適正化につい

て 

指摘・要望事項概要 措置結果報告（平成 28年 12月報告） 

時間区分ごとの原価算定方法の明確化 P.54 

時間区分ごとの原価については、利用時間の

比率で算定しているもの、利用時間の比率にか

かわらず、午前、午後を同額としているもの、

午後、夜間を同額としているもの、独自の比率

を用いているものが混在しており、算定方法が

不明確なものもあった。各施設の性格や経緯に

より算定が異なる点はあると考えるが、区民に

とってわかりやすい原価算定とするため、算定

方法の明確化を図られたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

休日料金等の設定 P.54 

現行の使用料は、午前、午後、夜間、全日等

の区分のみで平日、休日の区別はない。曜日別

の利用状況や季節別の原価等の分析を行い、曜

日や季節により大きく異なる場合には使用料

に差をつけることを検討されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政課 

 使用料・手数料検討会は、本年４月に経営

革新本部の検討組織として設置され、行政サ

ービスの受益者負担における住民相互の公

平性や適正化を図るために、調査・検討を行

ってきた。 

今回の使用料・手数料の見直しにあたり、

施設の時間区分ごとの原価については、原則

として午前・午後・夜間の貸出時間の比率に

より算定を行った。しかしながら、集客施設

などの一部の施設では、利用実態が他の施設

と異なるなどの特殊性を考慮し、統一的な算

定方法が導入された平成 16 年度以降も従前

の按分方法を踏襲し、算定を行ってきた経緯

がある。現下の使用料については利用者から

も一定の理解を得ており、現行の算定方法を

採用することに決定した。 

 

財政課 

 使用料・手数料検討会は、本年４月に経営

革新本部の検討組織として設置され、行政サ

ービスの受益者負担における住民相互の公

平性や適正化を図るために、調査・検討を行

ってきた。 

休日等の割増料金の設定については、文化

会館の使用料が平成４年度まで、土日・祝日

の割増料金を設定していたが、区民要望を受

け、平日、休日の料金を同一とする改正を行

った経緯があることから、休日・季節の利用

希望者数が多いなどの理由により、使用料に

格差をつけることは区民の理解が得られな

いと判断し、現行の通りの算定方法と決定し

た。 
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平成 24年度第３回行政監査結果に対する措置結果報告 

監査 

テーマ 
大 

社会環境の変化に対応

した行財政の改革 
中 内部努力の徹底 小 

受益者負担の適正化につい

て 

指摘・要望事項概要 措置結果報告（平成 28年 12月報告） 

減免基準の整備 P.54 

減額免除の対象が、施設の設置目的により異

なることはやむを得ないが、全体からみて整合

性をとり、社会状況を踏まえて見直すことも必

要である。減額免除による影響を把握、分析し

た上で使用料の減額免除の基準を整備するこ

とについて検討されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

付帯設備使用料の改定基準の作成 P.54 

各所管課の付帯設備使用料の改定状況を把

握し、改定が必要となる場合の基準を作成し、

各所管課へ示されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車駐車場使用料の減免基準の見直し P.55 

自転車駐車場の使用料については、シルバー

パスの保持、通学、同一世帯による複数自転車

利用が減額対象となっているが、減額根拠、減

額対象について検討されたい。 

 

財政課 

使用料・手数料検討会は、本年４月に経営

革新本部の検討組織として設置され、行政サ

ービスの受益者負担における住民相互の公

平性や適正化を図るために、調査・検討を行

ってきたが、統一的な減免基準については、

経営革新本部の下部組織である「経営革新検

討会」で検討を行うこととなった。 

経営革新検討会においては、使用料におけ

る共通的減免基準に係る高齢者の定義や減

額割合及び免除の考え方などについて現状

分析を行い、解釈及び運用について整理し

た。 

 

財政課 

 使用料・手数料検討会は、本年４月に経営

革新本部の検討組織として設置され、行政サ

ービスの受益者負担における住民相互の公

平性や適正化を図るために、調査・検討を行

ってきた。 

今回の使用料・手数料の見直しにあたり、

付帯設備使用料については、機械・器具等の

買換え時期が個別的なこと、買換えを迅速に

行う必要性などの観点から、各所管課におい

て、随時見直しを行い、改定が必要な場合は、

適宜改定を行うことに決定した。 

 

交通安全課 

自転車駐車場使用料における減額対象等

については、自転車駐車場使用料に密接に関

わることから、４年に一度見直しを行ってい

る平成 29 年度の同使用料の改定に併せ検討

を行った。 
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平成 24年度第３回行政監査結果に対する措置結果報告 

監査 

テーマ 
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社会環境の変化に対応
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 区では、放置自転車を削減することを目的

に様々な取組を実施しているが、その取組の

一つとして、自転車駐車場使用料に減額制度

を設けている。 

 区全体の自転車対策は、これまでの取組に

より一定の効果がでているが、放置自転車台

数は高止まりで横ばい状態にある。従って、

自転車駐車場利用促進及び放置自転車削減

の観点から、減額制度は必要な措置として継

続すべきと判断する中、一部見直しを行っ

た。 

 具体的には、「同一世帯による複数自転車

利用」については、利用率が低めの自転車駐

車場への誘導策として、駅から近く利用者が

多い自転車駐車場は減額対象施設から外し、

駅から遠く利用者が比較的少ない自転車駐

車場は減額制度を継続する。減額対象者につ

いては、現行通りとする。 

 他の減額対象である「シルバーパスの保

持」については、自転車駐車場が公共交通機

関及び商店街等の利用と関連性が高いこと

から、社会参加を助長・支援するため、また、

「通学」は、継続して利用する自転車駐車場

利用者に対する生活費の負担の軽減策とし

て、現行通りの制度運用を行う。 

 なお、新たな放置自転車対策の取組とし

て、区外在住者（区内に住所を有しない者）

を対象とする割増した区外料金を新設する。

この制度の導入より、自転車駐車場を利用す

る区外在住者の公共交通機関及び徒歩への

移動手段の変更を期待し、更に、空きがなく

自転車駐車場を利用しにくい状況にある区

内在住者（区内に住所を有するもの）の利用
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平成 24年度第３回行政監査結果に対する措置結果報告 

監査 
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社会環境の変化に対応

した行財政の改革 
中 内部努力の徹底 小 

受益者負担の適正化につい

て 

指摘・要望事項概要 措置結果報告（平成 28年 12月報告） 

 

 

 

熱帯環境植物館原価算定の明確化 P.55 

個人入館料について、年間利用者数 40 万人

が可能であるとして経費を 20％で換算し、原価

393 円としており、原価の算定が不明確なもの

となっている。入館者数ではなく利用可能者数

で算定する理由及びその人数の算定について、

明確にされたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふれあい館の施設・設備の有料化 P.56 

施設の維持管理に多額の費用がかかってお

り、浴室、機能回復訓練室、カラオケ等の施設・

設備もあるので、例えば特定の施設や設備につ

いては有料化することを検討されたい。 

 

 

 

を促進し、放置自転車の更なる削減を推し進

めるとともに、使用料の増収を図っていく。 

 

環境課 

個人入館料の原価の算定にあたり、入館

者数ではなく利用可能者数で算定した理由

は、更に多くの区民に来館していただき、利

用可能者数に少しでも近づけることを目標

としたためである。利用可能者数は平成 23

年度のイベントにおいて、土日一日当たり

の平均入館者数が 1,300 人程度となってお

り、平日も同程度の集客を目指し開館日数

を乗じ 40 万人と算定したところである。 

なお、今年度実施された使用料・手数料検

討会における、統一的な算定方法による入

館料の原価算定をする際に、利用実態に即

するよう、見直しを行った。具体的には、維

持管理費、職員人件費及び減価償却費を、平

成 27年度入館者数 120,125人で除して算定

した結果、原価は 1,323 円となった。現行

の個人入館料（一般）は 240 円、原価率は

18％であり、原価率に応じて定められた改

定率は 10.0％であるため、改定額は 260 円

となった。 

 

長寿社会推進課 

ふれあい館は老人福祉法の施設であ

り、利用料は原則無料となっているが、

検討・改善を求める事項のとおり、維持

管理費が多額であることから、有料化

すべき事項について、他自治体を参考

にしながら検討した。  

その結果、一部の施設等を有料化す
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平成 24年度第３回行政監査結果に対する措置結果報告 

監査 

テーマ 
大 

社会環境の変化に対応

した行財政の改革 
中 内部努力の徹底 小 

受益者負担の適正化につい

て 

指摘・要望事項概要 措置結果報告（平成 28年 12月報告） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ることとし、平成 27 年第４回区議会定

例会において必要な条例改正を行い、

平成 28 年度から実施した。  

料金の決定にあたっては、浴室につ

いては全館で統一の料金とし、機能回

復訓練室及び貸切の部屋については、

それぞれの設備内容・面積等を考慮し、

有料化する施設及び利用料金を定め

た。  

有料化した施設等は以下のとおり  

・施設の利用に関する料金  

   浴室及び貸切利用の施設（文化教

室・学習室等）  全館  

機能回復訓練室（運動室）  

志村・高島平の２館  

・事業の参加に関する料金  

  一部事業、全館  
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平成 25年度第１回行政監査結果に対する措置結果報告 

監査 

テーマ 
大 安心・安全ナンバーワン 中 緑と環境力ＵＰ 小 

清掃・リサイクル事業につい

て 

指摘・要望事項概要 措置結果報告（平成 28年 12月報告） 

「板橋かたつむり運動」の周知 P.66 

「板橋かたつむり運動」の認知度が低

かった要因を分析し、区民の認知目標を

設定するなど、３Ｒの実践が区民生活に

浸透するよう、効果的な周知方法を検討

されたい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清掃リサイクル課 

平成 24年度の「区民・事業所アンケート

調査」の中で実施した認知度調査において、

特に 20代、30代の認知度が低かったことを

踏まえ、平成 26年度より、幼稚園・保育園

出前講座（年 22回実施）の際に、保護者に

も運動について理解を深めてもらうため、

保護者向けの啓発チラシを配付することと

し、平成 26年度は約 2,500枚、27年度は約

2,300 枚配付した。（平成 28 年度は、11 月

より約 2,200枚配付予定である。） 

 また、平成 26年 10月に、啓発冊子（『ま

んが 考えようごみのこと みんなででき

るかたつむり』を作成し、区施設やイベント

等で配付したほか、平成 27年５月に全区立

小学校に蔵書用として配付した。 

 平成 27年の板橋区民まつりと板橋農業ま

つりにおいて、計 1,000 人に「かたつむり

のおやくそく」の認知度調査を行ったとこ

ろ、44.2％が「知っている」と回答した。 

 さらに、３年毎に実施している「区民・事

業所アンケート調査報告書」（平成 27 年 10

月実施）では、板橋かたつむり運動について

「名称も内容も知っている」が平成 24年度

と比較し、3.9％から 7.7％に、「名称は知っ

ているが、内容は知らない」が 7.7％から 1

5.8％に増加し、認知度がやや上昇した。ま

た、平成 24年度の調査では、20、30代の認

知度が極端に低く、「名称も内容も知らな

い」が 20代で 100.0％、30代で 96.0％だっ

たが、平成 27年度は、20代、30代とも 72.

0％になっている。 

 今後も幼稚園・保育園、小学校の出前講座
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平成 25年度第１回行政監査結果に対する措置結果報告 

監査 

テーマ 
大 安心・安全ナンバーワン 中 緑と環境力ＵＰ 小 

清掃・リサイクル事業につい

て 

指摘・要望事項概要 措置結果報告（平成 28年 12月報告） 

 

 

 

 

 

リサイクルプラザの認知度向上 P.66 

区民にリサイクルプラザを知ってもらい、区

のリサイクル推進を担う拠点施設として認知

度を高めるように、今まで以上に広報活動を工

夫されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を出発点に、各年代別に効果的な周知を検

討・実施していくことで、３Ｒの実践が区民

生活に浸透するよう、認知度向上に努めて

いく。 

 

清掃リサイクル課 

平成 26 年度は、「広報いたばし」や町会

連合会の機関紙に、リサイクルプラザの紹

介記事を掲載したほか、例年実施している

リサイクル推進員の研修会において、施設

の紹介も配慮した内容とするなど、更に周

知を図った。 

 平成 27年度より新たな指定管理期間とな

り、引き続き、現指定管理者による管理とな

ったが、指定管理者の応募時に提案のあっ

た新規事業として、５月に施設内にリユー

スショップ（いたぷらショップ）を開設し、

年度内に 2,303人の購入者があった。 

また、平成 28 年１月には、開館 10 周年

を記念したイベントを開催し、その中で、応

募時の提案事業である、おもちゃ交換会と

フリーマーケットを新たに実施した。さら

に、同イベントでは、地域との連携強化を目

的に、舟渡小学校の児童による環境ポスタ

ー展を開催した結果、イベント全体として 3

00人の来場者があった。また、平成 28年３

月に施設案内のパンフレットを、より施設

の魅力が伝わるようリニューアルした。 

 こうした取組もあり、来館者は平成 26年

度が 23,159 人、平成 27 年度が 21,347 人

と、何れも平成 25 年度の 20,491 人を上回

った。 

 今後も魅力ある事業の実施により、来館
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平成 25年度第１回行政監査結果に対する措置結果報告 

監査 

テーマ 
大 安心・安全ナンバーワン 中 緑と環境力ＵＰ 小 

清掃・リサイクル事業につい

て 

指摘・要望事項概要 措置結果報告（平成 28年 12月報告） 

 

 

 

いたばしエコ・ショップ制度の定着 P.67 

生産や流通段階における環境への配慮を促

すためにも、いたばしエコ・ショップ制度が区

民生活に定着することは重要である。所管課

は、事業者が認定店舗になることのメリットを

明らかにし、区民の利用を促す取組について検

討されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

者の増加に努めるとともに、地域との連携

強化により、認知度を高めていく。 

 

清掃リサイクル課 

  従来のエコ・ショップの認定項目である、

過剰包装の自粛、レジ袋の削減、再生商品の

販売等は、平成 13年度の制度開始時と比較

し、既に一般化していることから、今後の方

向性を検討すべく、平成 26年８月に、認定

店舗に対しアンケートを実施した。その結

果、「現行どおり存続を希望する」が 80.0％、

「認定を今後も希望する」が 77.5％と、制

度の存続を希望する店舗の割合が高かっ

た。反面、「認定によるメリットがあった」

と回答した店舗は 30.0％であった。 

 アンケート結果を踏まえ、制度の見直し

の検討を行い、新たに店舗を取組状況によ

りランク付けして認定することとし、平成 2

8年１月に「いたばしエコ・ショップの認定

等に関する要綱」を改正した。店舗は、要綱

で定めた認定項目の実施数の多い順に、ゴ

ールド、シルバー、ブロンズの３段階で認定

される。 

 平成 28 年２月より認定店舗の募集を行

い、平成 28 年４月１日付で 14 店舗（ゴー

ルド：２店舗、シルバー：４店舗、ブロンズ：

８店舗）を認定した。また、区ホームページ

での認定店舗の紹介を、従来は地区ごとの

一覧表のみ掲載する形式から、店舗ごとに

ページを設け、写真の掲載や店舗のホーム

ページにリンクを貼る形式に変更すること

で、区民にとってわかりやすく、また認定店

のメリットにも考慮した。さらに、認定店舗
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平成 25年度第１回行政監査結果に対する措置結果報告 

監査 

テーマ 
大 安心・安全ナンバーワン 中 緑と環境力ＵＰ 小 

清掃・リサイクル事業につい
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指摘・要望事項概要 措置結果報告（平成 28年 12月報告） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の掲示用に配付していた、認定表示板のデ

ザインを、専門家の助言を取り入れ、より区

民の目を引くものに変更した。 

 認定店舗の中には、店頭で区がＰＲ事業

を行うことに協力するという申し出もあっ

た。今後も認定店舗の意見を取り入れなが

ら、区と店舗が連携を密にすることで、認定

のメリットを高めるとともに、区民の利用

を促していく。 
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平成 25年度第３回行政監査結果に対する措置結果報告 

監査 

テーマ 
大 

３つのナンバーワンに

共通して 
中 区民くらし充実力ＵＰ 小 職員の人材育成について 

指摘・要望事項概要 措置結果報告（平成 28年 12月報告） 

研修内容の周知 P.48 

所管課においては、特に研修生の評価の高か

った研修の内容や感想、研修報告書を全庁ＬＡ

Ｎのポータルトップ等に公開し、未受講者へ周

知を図り、受講を促されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修履歴の一本化 P.49 

所管課においては、他課で実施している研修

についても、人事給与システムの研修履歴に記

載することにより、職員の能力開発や人事異動

人事課 

  平成 26・27年度に実施した「成長戦略の

具現化プロセスを活用した戦略思考開発事

業」の成果として、区の施策に有用な業務推

進理論や、そのためのフォーマット類が整

備された。この成果については、「戦略思考

開発事業通信」や「最終報告書」として、ポ

ータルサイトに掲載し職員への周知を図っ

たほか、平成 28年度からは同事業で展開し

た内容を職層研修（係長昇任時・主任主事３

年目・採用３年目）のカリキュラムとして再

構築し、庁内への浸透・定着を図っている。 

研修内容や人材育成に関する取組につい

ては、平成 28年度も「ひと創り 2025通信」

を発行（ポータルサイトに掲載）し、継続的

な周知を行っているほか、平成28年度から、

区が実施する職層必修研修の中で、業務推

進能力の向上に主眼が置かれた研修に自由

参加の枠を設定し、幅広く職員が受講でき

る環境を整えた。 

平成 28年１月に策定した「板橋区人材育

成・活用方針－ひと創り 2025－」において

各職層に必要となる能力を定め、人事評価

制度の評価項目と連動させたことを受け、

研修においても、研修案内等で、どの能力を

養う研修なのかを明確に明記することで、

職員の受講を促している。 

 

人事課 

 平成 27年度の打合せに基づき、子ども政

策課、保育サービス課の保有する研修履歴

を、平成 28年度より人事給与システムに掲
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平成 25年度第３回行政監査結果に対する措置結果報告 
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テーマ 
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に有効に活用できるように検討されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

載した。 

研修履歴の一本化により職員の研修情報

が充実し、人事異動に関する有用な情報と

して活用できるほか、現在年１回の頻度で

所属長に職員の研修履歴を提供すること

で、所属長による面談等の機会を捉えた職

員の能力開発に活用できる。 

なお、職員の能力開発については、「板橋

区人材育成・活用方針－ひと創り 2025－」

が策定され、各職層に必要となる能力と、人

事評価制度の評価項目が整合したことで、

双方の関係性が明確になった。これを機に、

研修においても、どの能力を養う研修なの

か明確にしたことから、研修履歴の情報提

供は今後ますます有効になると思われる。 

 

子ども政策課、保育サービス課 

 平成27年度に人事課を含めた３課による

調整の結果、それぞれの課で保有している

職員の研修結果について、人事給与システ

ムの研修履歴に統合することとし、平成 28

年度上期に平成27年度分の研修履歴データ

を入力用ファイルに整理のうえ、人事課人

材育成係へ提出し、入力の依頼を行った。 

 平成 28年度以降のものについては、所管

課において研修報告があった時点で、研修

履歴データを人事課へ提出し、随時、人事給

与システムに記載するとともに、児童館及

び保育園職員のスキルアップや人事異動に

活用を図っていくこととした。 

 人事課主催の研修に加えて、職務知識の

充実につながる福祉職の様々な専門研修履

歴も総合的に把握できるようになり、「目標
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平成 25年度第３回行政監査結果に対する措置結果報告 

監査 

テーマ 
大 

３つのナンバーワンに

共通して 
中 区民くらし充実力ＵＰ 小 職員の人材育成について 

指摘・要望事項概要 措置結果報告（平成 28年 12月報告） 

 

 

 

 

による管理」に合わせて年１回の頻度で人

事課から職員の研修履歴を受けることで、

所属長による面談等の機会を捉え、職員の

能力開発に活用できるものと思われる。 
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平成 26年度第１回行政監査結果に対する措置結果報告 

監査 

テーマ 
大 

あたたかい人づくりナ

ンバーワン 
中 子育ち力ＵＰ 小 

子どもと母親の健康づく

りについて 

指摘・要望事項概要 措置結果報告（平成 28年 12月報告） 

インターネット等を活用した申込方法の検討

P.63 

各種事業の申込みについては、母子保健サー

ビスを利用する年齢層がパソコンや携帯電話・

スマートフォンを利用している世代でもある

ことを考慮し、電子申請サービス等のインター

ネットを活用した方法を検討されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康福祉センター 

 母親学級、両親学級、育児学級（平成 28年

度から「離乳食講習会」に名称変更）は、いず

れの事業も人気が高く、電話による申込受付

の開始後、早期の段階で定員超過となる場合

が多い。 

特に、平成 28年度から始めた「妊婦・出産

ナビゲーション事業」では、妊娠届後に行う相

談員との面接時点において、各種事業の案内

を丁寧に行っているため、面接時に申込みを

受付ける場合もあり、申込者が増える傾向で

ある。 

各種事業の申込方法が電話や窓口での場合

は、その場で申込状況が確認できることから、

希望している事業の定員が超過している場合

には、次回に実施する回の空き状況の確認や、

他の健康福祉センターで実施する回の案内な

どができ、申込者に対して臨機応変に対応す

ることが可能である。 

また、定員超過等により、申込者の希望に添え

ない場合は、その場で事情をお聞きし、他のサ

ービスを案内するなど、きめ細かい対応も行

っている。 

電話申込みでは、事業の申込みだけではな

く、保健師、栄養士、歯科衛生士などの専門職

への相談に発展するケースもある。 

一方、インターネットによる各種事業の申

込方法、時間の制約がなしに申込みが可能と

なるメリットもあるが、電話や窓口での申込

方法と比べると、リアルタイムでの双方向の

コミュニケーションが難しく、申込者とのや

りとりに時間がかかり、きめ細かい対応も困

難になるという課題や不公平になる可能性が
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父親に対する情報提供等の配慮 P.63 

両親学級は、父親が出産・育児等にかかわる

貴重な機会であり、近所に住む出産を控えた親

たちの集まりの場でもある。父親が参加しやす

い講座の企画、情報提供について更に検討され

たい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ある。 

今回、５健康福祉センターの係長会におい

て、定員に余裕がある妊産婦講演会でインタ

ーネット申込みができないか検討した。しか

し、申込者の多くは、一時保育を希望してお

り、一時保育については、離乳食講習会と同様

に定員を超過している。定員超過で希望に添

えない申込者へのきめ細かい対応や、実際に

一時保育を利用される者に対しては、一時保

育に必要な持ち物などの詳しい案内をするた

め、他の事業と同様にインターネットを活用

した事業の申込方法は、困難であるとの結論

にいたった。 

「妊婦・出産ナビゲーション事業」は、妊娠、

出産から子育て期にわたり、切れ目のない支

援を行うものである。そのためには、あらゆる

機会を通して、直接、妊産婦に対する、情報収

集と情報提供を行う必要がある。各種事業の

申込みについても、この貴重な機会の一つと

とらえる。 

妊産婦を対象とした事業を実施するにあた

っては、きめ細かい対応が必要である。今後と

も、母子保健事業の充実を図っていく。 

 

健康福祉センター 

 両親学級は、人気が高く、参加実績は、平成

25 年度の 708 組から平成 27 年度の 759 組と

なり、年々参加者が増えている。 

平成 28年度からは、平日の両親学級の定員

を可能な限り増やし、66組分の定員増を行い、

より多くの父親の参加を受け入れるようにし

た。 

講座の内容は、両親が一緒に子育てするこ

とができるように、妊娠中に気をつけること、

タバコの害、保育、諸制度の案内、お風呂の入

れ方やおむつの替え方の実践など、多岐にわ

たるように配慮している。加えて、平成 28年

度からは、産後うつの理解と夫の役割・心構え

についてを盛り込むなど、新しい取り組みも
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外国籍住民の保護者に対する外国語併記の案

内 P.64 

外国籍住民の保護者に対して、健康診査につ

いて理解してもらうための案内や、健康診査勧

奨に関する通知の外国語の併記などを検討さ

れたい。 

 

 

 

行っている。 

また、両親学級に参加した父親に対しては、

東京都が作成した「父親ハンドブック」も平成

27 年度から配付している。このハンドブック

は東京都のホームページからダウンロードで

きるため、区ホームページの両親学級の案内

ページにリンクさせている。 

平成 28年度から始めた「妊婦・出産ナビゲ

ーション事業」では、妊婦面接の予約を受付す

る際に、母子保健相談員（保健師又は助産師の

資格を有する者）との面接時には父親と一緒

に受けることも可能であることを案内してい

る。妊婦面接の実施割合は、平成 27年度まで

の約 25％から、平成 28 年 10 月現在には、約

75％と大幅に伸びている。また、母子保健相談

員との面接に父親も一緒に来るケースも増え

ている。 

妊婦・出産ナビゲーション事業では、母子保

健相談員と妊婦との面接の際に、子育て情報

と子育て支援の方向性を示した「ナビゲーシ

ョンシート」を作成し、説明するとともにお渡

ししている。これにより、直接、よりきめ細か

な情報提供を行っている。 

また、このシートには、管轄の健康福祉セン

ター名、担当保健師名も記入されており、妊産

婦や父親に、保健師をはじめとする専門職に、

いつでも相談・指導が受けられるという健康

福祉センターの存在も認識していただけるよ

うにしている。 

 

健康推進課 

 外国籍住民の保護者に対して、健康診査を

理解してもらうためにも案内や受診勧奨に関

する外国語併記などについては、平成 28年度

より開始した「妊婦・出産ナビゲーション事

業」で対応の強化を図ったところである。 

この事業は、母子保健相談員（保健師等の専

門職）が妊娠した全ての妊婦に面接を実施し、

面接後に、育児パッケージを配付するもので、
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面接では心身の状態や家庭状況を把握し、各

家庭の状況に応じた情報提供を行っている。 

外国籍の方には、英語、中国語、ハングル、

タガログ語の質問票を使用するとともに、必

要に応じて通訳を介し、妊婦健診や板橋区の

妊娠出産に関わる制度、手続きについて、外国

籍住民のための生活情報冊子と妊婦・出産ナ

ビゲーションシートを活用して説明してい

る。 

ナビゲーションシートには、妊娠期から出

産後１か月ごろまでの時期に利用できるサー

ビスや制度を掲載し、管轄の健康福祉センタ

ーと地区担当保健師の名前も記載している。

これにより、外国籍住民の保護者が、健康診査

等今後の子育てに関して不明な点があれば、

気軽に相談できることを周知している。 

 今後も、母と子の健康を守るサービスにつ

いての理解が得られるよう、工夫に努めてい

く。 
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平成 26年度第２回行政監査結果に対する措置結果報告 

監査 

テーマ 
大 

あたたかい人づくり

ナンバーワン 
中 人づくり力ＵＰ 小 就学援助事務について 

指摘・要望事項概要 措置結果報告（平成 28年 12月報告） 

特別支援教育就学奨励 (校外教授費 )に

おける事業要綱等の整備 P.45 

校外教授費は、支給に関して定めた要綱等が

なく、目的、対象、手続等の基準が明確に規定

されていないまま、事務処理が行われていた。 

また、事務処理手順を定めたマニュアル等も

作成されておらず、区ホームページ、広報いた

ばし等で制度周知も行っていなかった。 

学務課は、早急に要綱等で支給に関する目的、

対象、事務手続について基準を定め、マニュア

ルを作成するなど事務処理手順を整えて、事務

の適正化を図るよう強く改善を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別支援教育就学奨励(校外教授費)における

履行状況確認の適正化 P.45 

学務課では、事業の参加予定者は「就学奨励

費請求書」で把握していたが、具体的な当日の

参加者は把握していなかった。校外教授費は本

指導室 

 平成 27 年度において「板橋区立小中学校

特別支援学級連合行事実施要綱」を制定し、

連合行事の目的、対象等を明確にした。また、

行事毎に実施基準を作成し、その基準に沿っ

て行事を実施している。実施基準について

は、詳細が異なるため毎年作成している。 

特別支援学級連合行事の経費については、

支出方法を変更し、指導室において全額公費

負担で執行している。 

今年度、「特別支援学級連合移動教室資金

前渡事務マニュアル」を作成し、資金前渡金

の執行手続について、詳細な手順を示し、予

算を執行する各学校へ周知した。また、資金

前渡金以外の学校令達予算については、その

執行について詳細な注意点を事務連絡等で

周知した。なお、行事実施後、指導室での２

か年の行事実績を踏まえ、令達予算の取扱い

に係る注意事項等をまとめた通知文（雛形）

として「特別支援学級連合移動教室に伴う令

達予算の取扱いについて」を作成した。 

学校令達予算については、連合行事実施後

に各学校から報告書の提出を求め、指導室に

おいて確認を実施している。また、確認結果

についても、学校長を通して各学校へ周知

し、次年度に向けて内容の精査等を依頼して

いる。 

 

指導室 

 平成 27 年度から連合行事の経費について

は、支出方法を変更し、指導室において全額

公費負担で執行した。また、学校別で用意す

る消耗品等の購入については、学校令達予算
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平成 26年度第２回行政監査結果に対する措置結果報告 

監査 

テーマ 
大 

あたたかい人づくり

ナンバーワン 
中 人づくり力ＵＰ 小 就学援助事務について 

指摘・要望事項概要 措置結果報告（平成 28年 12月報告） 

来、参加者の保護者に対する補助であることを

踏まえ、参加者及び保護者を把握する必要があ

る。 

中学生の連合遠足、連合移動教室では、参加

を予定していた欠席者について取消料以外に写

真代、行事教材費が参加者と同額支給され、戻

入された金額はなかった。また、幹事校又は会

計校で、どのような会計処理が行われているか

について、学務課は把握していなかった。欠席

者に写真代や行事教材費が必要であるか会計報

告等で確認するべきである。根拠となる基準等

を明確に定めるとともに、必要書類も併せて整

備されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で執行し、各学校には事務連絡等で経費執行

についての注意事項等を周知した。 

各種報告については、実施基準において報

告内容等を定め、各学校から報告書の提出を

求め、指導室において確認を実施した。  

今年度、「特別支援学級連合移動教室資金

前渡事務マニュアル」を作成し、資金前渡金

の執行手続について、詳細な手順を示し、予

算を執行する各学校へ周知した。また、資金

前渡金以外の学校令達予算については、その

執行について詳細な注意点を事務連絡等で

周知した。なお、行事実施後、指導室での２

か年の行事実績を踏まえ、令達予算の取扱い

に係る注意事項等をまとめた通知文（雛形）

として「特別支援学級連合移動教室に伴う令

達予算の取扱いについて」を作成した。 

各学校の資金前渡での執行については、連

合行事実施後に各学校から報告書の提出を

求め、指導室において確認を実施している。 
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平成 26年度第３回行政監査結果に対する措置結果報告 

監査 

テーマ 
大 

３つのナンバーワンに

共通して 
中 

区民くらし充実

力ＵＰ 
小 

プロポーザル方式による

契約 

指摘・要望事項概要 措置結果報告（平成 28年 12月報告） 

契約事務の手引の改訂 P.53 

契約管財課は、契約事務に関する適正な事務

手続きを行うため、契約事務の手引を平成７年

度に作成した。平成18年度には、一部内容を改

訂し、全庁ＬＡＮのポータルサイトに掲載して

いる。 

しかし、平成16年度には電子調達が稼動し、

その後消費税率が変更される等契約事務は変

化しているにもかかわらず、その内容が契約事

務の手引に反映されていない状況である。 

契約管財課においては、職員が契約事務を適

正に行うために、契約事務の手引の改訂を行

い、必要に応じて通知文を契約事務の手引に掲

載されたい。 

 

 

 

 

プロポーザル方式手引きの改訂 P.53 

区要綱制定後、平成 21 年に契約管財課は、職

員の執務の参考資料として、「プロポーザル方

式手引き」（以下、「手引き」という。）を作成し、

全庁ＬＡＮのポータルサイトに掲載している。 

所管課は、区要綱及び手引きを基に、プロポ

ーザル方式による契約を行っているが、所管課

によって契約の手続方法は異なっていた。 

契約管財課は、プロポーザル方式による契約

事務が効率的かつ適正に行われるよう手引き

の見直しを行われたい。 

 

 

 

 

庁舎管理・契約課 

 平成 18 年度以降の契約事務の変遷を踏ま

えて、適正な実務の指針となるよう、契約事

務規則改正とともに契約事務の手引の改訂

を平成 28年４月１日に実施した。 

 主な改正内容は、下記のとおり 

 ・主管課契約が可能な予定価格の上限額の

引上げ 

・主管課契約が可能な公共的団体の明確化 

・30万円未満の主管課契約における小規模

事業者及び障がい者支援施設等に対する見

積方法の特例（競争性の排除） 

・起案用紙又は簡易原議の備考欄に検査職

員（監督職員）の記載を義務化 

・検査調書の作成を省略する場合の納品書

又は完了届等における検査完了の表示項目

の記載 

 

庁舎管理・契約課 

 所管課が適正に業務を行えるよう、プロポ

ーザル方式実施要綱の改正とともにプロポ

ーザル方式の手引きの改訂を平成 28 年７月

１日に実施した。 

主な改正点は、以下のとおり 

 ・所管課が、プロポーザル方式の採用の可

否について総務部長に協議する際、協議時

点での仕様書提出を義務化 

・更新年数の基準を設定（原則５年以内） 

・選定委員会設置要領、プロポーザル方式

実施要領、募集要項等の庁舎管理・契約課

への事前提出を義務化 

・審査項目及び審査基準の例示を手引きに

記載 
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テーマ 
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３つのナンバーワンに

共通して 
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区民くらし充実

力ＵＰ 
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プロポーザル方式による

契約 

指摘・要望事項概要 措置結果報告（平成 28年 12月報告） 

 

 

 

 

 

 

検査（履行確認）事務の手引きの作成 P.55 

主管課で行う履行確認方法については、契約

事務の手引きに記載され、平成 18 年度に契約

管財課から主管課に、委託における履行確認の

徹底等を通知しているが、その後統一したマニ

ュアル等は作成されていない。 

契約管財課においては、職員が契約の履行の

確認をどのように行っているか把握するとと

もに、検査事務を適正に行うために、検査事務

についての手引等を整備されたい。 

 

 

 

単年度契約を複数回更新しているものについ

ての履行の評価の検討 P.55 

区の契約の原則は、長期継続契約等を除き単

年度契約である。事業の継続性を理由に、単年

度契約を複数回更新しているものについては、

例外的な契約であり、更新の際には仕様に基づ

き、１年にわたる履行状況が良好であることを

厳密に確認することが必要である。 

契約管財課においては、プロポーザル方式に

より契約した事業について、前年度の評価をす

ることを義務付けていない。契約の透明性を確

保するため、所管課が単年度契約を複数回更新

しているものについて、履行の評価等を行うこ

とを徹底されたい。 

・契約更新に係る契約締結請求時に、履行

評価書類の提出を義務化 

・予算議決前のプロポーザル方式を実施す

る場合、予算不成立時に関する説明を募集

案内等へ記載することを義務化 

 

庁舎管理・契約課 

 平成 28 年４月１日施行の契約事務規則改

正に伴い、「契約事務の手引」を改正した。 

 今回の改正では、主管課において検査を行

う契約を契約事務規則別表第２に整理・統一

した。 

主管課における厳正な検査の確保のため、

監督職員（工事又は製造等の請負契約の場

合）及び検査職員を主管課長又は所長が指定

することを設け、検査の完了を主管課長又は

所長に報告し、承認を受けることに改正し

た。 

 

庁舎管理・契約課 

 プロポーザル方式にて契約した単年度契

約を複数回更新する案件については、プロポ

ーザル方式実施要綱及びプロポーザル方式

の手引を改正して所管課に当該契約の履行

評価を義務付けた。当該契約の更新に係る契

約締結請求を行う場合には、所管課の履行評

価結果を提出させることとし、適切な履行が

確認できた場合のみ当該契約の更新を行う

こととした。 
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平成 27年度第３回行政監査結果に対する措置結果報告 

監査 

テーマ 
大 安心・安全ナンバーワン 中 都市再生力ＵＰ 小 学校施設補修工事について 

指摘・要望事項概要 措置結果報告（平成 28年 12月報告） 

適正な契約手続の周知・徹底 P.48 

不適正な事務処理に至った原因は、学校から

の修繕要請について関係課との連絡調整が十分

ではなかったこと、適正な契約手続の周知が徹

底されていなかったことなどが考えられる。 

主管課は、関係課との連携を十分に図り、学

校の工事執行が契約手続に則して適正に行われ

るよう、再発防止のための措置を講じられたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新しい学校づくり課 

 平成 27 年度新しい学校づくり課の施設補

修担当は事務２名で行っていたが、平成 28年

度からは新しい学校づくり課の事務分担の

見直しを行い、施設補修担当は学校計画・改

修グループの担任事務として、建築４名・電

気１名・機械（再任用１名）の計６名で担当

している。そのため、技術的にも人数的にも

連携体制が充実し、学校及び営繕課との連携

を密にして、学校からの修繕要請時には新し

い学校づくり課の技術職員も必要に応じて

現場確認を行うなど、迅速な対応にも心がけ

ている。 

学校からの校舎緊急工事申請書に関する

事務も学校計画・改修グループの分掌事務に

移行し、営繕課宛ての小破工事依頼書の緊急

等依頼理由欄に緊急工事等運用基準の該当

基準を明記するよう平成 28 年度から改善し

た。 

また、営繕課からの完了通知（小破工事依

頼書写し）を受領後、新しい学校づくり課で

決裁による確認を行うなど、工事の適正な執

行に取り組んだ。 

適正な契約手続の周知が徹底されていな

かった点については、手順の周知不足も一因

と考えられるため、平成 28 年度から「緊急

工事（小破・130 万円未満）の実施フロー」

を全庁ＬＡＮポータルトップ及び区内共有

フォルダーに掲載し、関係各課及び学校職員

が閲覧可能となるよう改善し、周知・徹底を

図った。 

新しい学校づくり課では、ＯＪＴを活用し
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平成 27年度第３回行政監査結果に対する措置結果報告 

監査 

テーマ 
大 安心・安全ナンバーワン 中 都市再生力ＵＰ 小 学校施設補修工事について 

指摘・要望事項概要 措置結果報告（平成 28年 12月報告） 

 

 

 

 

 

 

履行確認の適正な実施 P.48 

主管課契約における執行委任工事に関する履

行確認の一連の手順は、主管課内外の職員が確

実に履行を確認し、履行の証拠を残す制度であ

る。 

主管課は、契約・検査事務に携わる職員に対

して、履行確認の手順を徹底し、法令に則った

適正な検査を行われたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て適正な契約手続に努めるとともに、学校要

望調査等で学校を訪問した際には、工事が適

正に執行されているかを確認するため、現場

での保管書類を閲覧するなど、再発防止のた

め、今後も引き続き取り組んでいく。 

 

営繕課 

平成 21年３月に東京都板橋区事故調査・再

発防止対策委員会の報告書のまとめには「事

故再発防止対策の要は、履行確認の徹底であ

る。履行確認が形骸化したため、重大な事故が

引き起こされた。区の全職員は履行確認の重

要性を改めて認識しなければならない。そし

て、事故を深く反省し、二度とこのような事故

が起こらないように意識改革を進めなければ

ならない。」とあり、その趣旨に基づいて営繕

課は取組を進めなければならない立場である

にもかかわらず、今回、履行確認の手順の徹底

について、検討・改善を求められたことは深く

反省すべきことと受け止め、以下の対策を速

やかに実施した。 

 営繕課では、対策として、事業者・執行委

任元主管課・営繕課の各担当者が誤解を招か

ないように、小破修理工事の履行確認をする

書類の書式を変更した。 

具体的な変更点は「工事施工指示書・工事報

告書・工事完了確認書」を「工事施工指示書・

作業完了報告書・作業完了確認書」に改め、事

業者が営繕課宛ての工事の完了を報告する工

事完了届との混同を避け、差別化を図ったこ

と、文言を見直してわかりやすい表現に変え

たこと、工事完了届の受付年月日のほかに確

認年月日、確認者印、担当者印の欄を新設した
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テーマ 
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履行確認方法の周知・徹底 P.48 

主管課においては、事件が生じた経緯を踏ま

え、学校における作業完了の確認がなぜ必要な

のかを学校に対して十分に説明し、履行確認の

方法を周知し、現場における履行確認を徹底さ

れたい。 

 

 

 

 

 

ことである。また写真では履行確認しにくい

プールの塗装などは監督員が現地確認を実施

している。 

新様式の確認書類による運用を導入後は時

系列的な確認作業が実施できており、また現

地での完了確認の一部実施により履行確認を

確実に実施している。 

また、「工事施工指示書・作業完了報告書・

作業完了確認書」の作業完了日、確認日、「工

事完了届」の提出日、受付年月日、確認年月日

（検査年月日）の各日付を確認する手順と写

真及び現地での履行確認について職場のＯＪ

Ｔで行い、職員に徹底している。 

さらに、工事完了届に新設した受付年月日、

検査年月日の欄には技術職職員による複数確

認を行いチェック体制の強化を図っている。 

営繕課は、契約・検査に携わる職員に対する

履行確認の手順を徹底し、法令に則った適正

な検査を確実に実施して、事故調査・再発防止

対策委員会の報告書の趣旨を風化させないよ

う、継続的に職場のＯＪＴを実施していく。 

 

新しい学校づくり課 

学校における履行確認の周知・徹底につい

ては、平成 28年２月５日開催の定例校長会で、

学校長に対してＱ＆Ａを含めた小破工事にお

ける履行確認について周知・徹底を図った。 

平成 28 年４月 12 日開催の事務説明会（対

象：小中学校予算担当事務職員）においても、

平成 28年４月１日からの工事金額変更（30万

円から 130 万円に変更）を含め、履行確認方

法について周知・徹底を図った。 

学校での作業完了報告書による履行確認方
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事業者への指導 P.49 

工事完了届、工事記録写真など履行を確認す

る際に、これらの確認者が書面による確認を適

切かつ厳格に行うためには、履行が確認できる

書類が整っていることが前提である。主管課は、

履行確認を適切に行うために、｢工事記録写真撮

影要領｣に定められた内容を遵守するよう、事業

者への指導を徹底されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法の周知として、全庁ＬＡＮポータルトップ

に「学校施設設備の手引き：（追録）小破工事

の学校履行確認について」、区内共有フォルダ

ーに「小破工事の学校履行確認について」とし

て追加掲載し、関係各課及び学校職員が閲覧

可能となるよう改善した。 

また、平成 28年度から新しい学校づくり課

では、小破工事の担当を学校計画・改修グルー

プの担任事務として、建築４名・電気１名・機

械（再任用１名）の計６名で担当している。例

年実施している、学校要望調査等で学校を訪

問した際には、工事完了確認書の取扱いが適

正に処理されているかを新しい学校づくり課

職員が確認し、現場における学校での履行確

認の徹底を図っていく。 

 

営繕課 

営繕課は、平成 28年度第１回定期監査にお

いて、平成 27年度第１回工事監査（建築）の

結果について「適正な工期の設定及び適正な

工事施行管理を行うべきもの」として工事施

工業者が撮影した工事記録写真に不適切なも

のがあった、と指導を受けた経緯がある。 

営繕課ではそれを受けて適切な施工管理を

徹底するため、職場のＯＪＴを通して課全体

で取り組むことを念頭に掲げ、対応策を進め

ている。 

「工事記録写真撮影要領」は平成 13年４月

に策定し、事業者が工事の経過を適切に記録

する写真を撮影することを目的としている。 

小破工事についても「工事記録写真撮影要

領」を準拠して事業者を指導していたが、「工

事記録写真撮影要領」は新築工事、大規模改修
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工事等を想定して規定しており、小破工事に

は参考にする必要のない記載部分も多く含ま

れていた。 

また、庁舎管理・契約課契約工事については

契約図書に特記仕様書（共通事項）が含まれて

おり、そのなかに「工事記録写真撮影要領」に

より工事記録写真を撮影すべきことが明記さ

れているが、小破工事については請書による

処理のため、特記仕様書（共通事項）を渡して

いなかったことも事業者に「工事記録写真撮

影要領」の遵守を徹底できなかった一因であ

ると認識している。 

そこで、平成 28年６月に、この要領を改定

し、その適用範囲を主管課契約工事以外の工

事に限定し、小破工事用に「小破工事の工事記

録写真撮影の手引き」を策定し、発注時に事業

者に手渡すことにした。これにより、小破工事

を受注した事業者にも「小破工事の工事記録

写真撮影の手引き」を通じて工事経過の適切

な記録写真を撮影する要領を周知している。 

また、この手引きは「工事記録写真撮影要

領」の中で、小破工事に必要な部分だけを簡潔

にわかりやすく記載したものである。コンパ

クトな文面であるため、工事現場に持ち運び、

従事者にその場で写真撮影の方法を確認でき

るなどの効果もあり、事業者の工事記録写真

の撮影方法への理解がより徹底され、提出さ

れた工事記録写真に関しても改善が確認でき

た。 

今後も引き続き、工事記録写真について適

正な記録が行われるように事業者への指導を

徹底していく。 
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小破工事申請方法の周知・徹底 P.49 

学校からの修繕要請に基づき、小破工事を実

施する手順は、事件の原因追究の結果、不祥事

を繰り返さないための改善策の一つとしてルー

ル化したものである。 

主管課は、見直しした事務処理が手順どおり

に行われていなかったことを真摯に受け止め、

ルールを遵守されたい。ルールが有効に機能し

ているかを検証し、ルール化された手順に見直

しが必要な場合は速やかに見直しを行い、より

適正な事務処理を徹底されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新しい学校づくり課 

小破工事申請方法の周知・徹底については、

年度当初の事務説明会で、学校事務職員を対

象に、小破工事に関する説明を行っている。 

平成 28 年度は４月 12 日に開催した事務説

明会（対象：小中学校予算担当事務職員）で、

小破工事における工事金額変更（30 万円から

130万円に変更）を含め、履行確認についての

説明をするとともに、校舎緊急補修申請書の

取扱いについて、記入漏れ等がないよう周知

を図った。 

平成 28年度から小破工事は、学校計画・改

修グループの担任事務として、建築４名・電気

１名・機械（再任用１名）の計６名で担当して

いる。そのため、学校及び営繕課との連携を密

にし、「緊急工事（小破・130 万円未満）の実

施フロー」に基づいたルールを遵守した適正

な事務処理を実施している。 

小破工事申請に関する見直しをした事務処

理が手順通りに行われていなかった点につい

ては、手順の周知不足も一因と考えられるた

め、事務説明会での周知に加え、平成 28年度

から「緊急工事（小破・130万円未満）の実施

フロー」を全庁ＬＡＮポータルトップ及び区

内共有フォルダーに掲載し、関係各課及び学

校職員が閲覧可能となるよう改善し、周知・徹

底を図った。 

また、新しい学校づくり課では、ＯＪＴを活

用してルール化された事務手順の検証を行

い、適正な事務処理に取り組んでいく。 

 

 

 


